
北海道請負工事施行成績評定要領の運用  （平成 22年３月 26日、建技第 1317号） 

変更後 変更前 備考 
 

  ＜ 略 ＞ 
 

要領第７関係 

１  評定結果を修正すべきと認める場合とは、工事の請負契約書に基づく契約不適合責任期

間中に工事目的物に重要な契約不適合があることが判明し、その契約不適合の修補を請求

し、又は修補に代え、若しくは修補と共に損害に賠償を請求した場合とする。 

２  前項の規定以外については、関係各部ごとの定めによるものとする。 

 

要領第９関係 

 契約担当者等は、評定表を審査担当部長等に送付した後、工事目的物の契約不適合等により、

評定を修正した場合は、遅滞なく審査担当部長等に報告するものとする。 
 

  ＜ 略 ＞ 
 

 

  ＜ 略 ＞ 
 

要領第７関係 

１  評定結果を修正すべきと認める場合とは、工事の請負契約書に基づく瑕疵担保期間中に

工事目的物に重要な瑕疵があることが判明し、その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、

若しくは修補と共に損害に賠償を請求した場合とする。 

２  前項の規定以外については、関係各部ごとの定めによるものとする。 

 

要領第９関係 

 契約担当者等は、評定表を審査担当部長等に送付した後、工事目的物の瑕疵等により、評定

を修正した場合は、遅滞なく審査担当部長等に報告するものとする。 
 

  ＜ 略 ＞ 
 

 

 

 

「瑕疵担保期間」 

→「契約不適合責任期間」 

 

「瑕疵」 

→「契約不適合」 

 

  



工事施行成績評定基準  （平成 14年３月 27日、技管第 1228号） 

変更後 変更前 備考 
 

  ＜ 略 ＞ 
 

第４ 評定の修正 

１  工事の請負契約書に基づく契約不適合責任期間中に工事目的物に重要な契約不適合があ

ることが判明し、その契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補と共に

損害に賠償を請求した場合は、評定を修正するものとし、合計評定点から２０点を減ずる

こととする。 

２  前項の規定以外については、関係各部ごとの定めによるものとする。 
 

  ＜ 略 ＞ 
 

【土木用・営繕用】 
 

様式－１  工 事 施  

工事番号 
 

工事 

内容 
※６ ※６ ※６ 

工事名  

請負者名  

考査項目 

工事監督員 １ ※7 工事監督 

監督員  職・氏名 主任監督員等  職・氏名 

  

評価項目 細別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 

１.施工体制 
Ⅰ.施工体制一般 +2.0 +1.0 0 -5.0 -10.0      

Ⅱ.配置技術者 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10.0      

２.施工状況 

Ⅰ.施工管理 +5.0 +2.5 0 -5.0 -10.0      

Ⅱ.工程管理 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10.0 +2.0 +1.0 0 -7.5 -15.0 

Ⅲ.安全対策 +5.0 +2.5 0 -5.0 -10.0 +4.0 +2.0 0 -7.5 -15.0 

 

５.創意工夫 Ⅰ.創意工夫   ※２           

６.社会性等 Ⅰ.地域への貢献等 ※２   

 加減点合計（1+2+3+4+5+6） ±     点              ±  

 評定点（65±加減点合計）※１ ①            点 ②            点 

評定点小計 
○部分（臨時）検査があった場合 ：（①点×0.34＋②点×0.26＋③点×0.2＋④点 

○部分（臨時）検査がなかった場合：（①点×0.34＋②点×0.26＋④点×0.4）＝評 

７．法令遵守等 ※３   

８．その他   ※３   

合計評定点 ○評定点小計（    点）－法令遵守等、その他（    点）＝      点 

所見   ※４ 
（監督員） （主任監督員等） 

※１ １～３の評定 （６５点±加減点合計）＋４～６の評定 （加点合計）＝評定点 

※２ ４．工事特性、５．創意工夫及び６．社会性等の評定は、工事全般を通して、特に優れた技術等を加点評価する。 

※３ ７．法令遵守等、８．その他の評価は、減点評価のみとする。 

※４ 所見は、特筆すべきことがあった場合に記載するものとする。 

※５ 各考査項目ごとの採点は、工事監督員は様式－２K～２Ｃ（土木用）、様式－３K、様式－４K～４Ｃ（土木用）、検査員は

※６ 工事内容の欄には各部で定める主な工事内容コードを記入する。 

※７ 評定者は、各部の監督体制に応じて評定者を指定することとする。 
  

 

  ＜ 略 ＞ 
 

 

  ＜ 略 ＞ 
 

第４ 評定の修正 

１  工事の請負契約書に基づく瑕疵担保期間中に工事目的物に重要な瑕疵があることが判明

し、その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補と共に損害に賠償を請求し

た場合は、評定を修正するものとし、合計評定点から２０点を減ずることとする。 

 

２  前項の規定以外については、関係各部ごとの定めによるものとする。 
 

  ＜ 略 ＞ 
 

【土木用・営繕用】 
 

様式－１  工 事 施  

工事番号 
 

工事 

内容 
※６ ※６ ※６ 

工事名  

請負者名  

考査項目 

工事監督員 １ ※7 工事監督 

監督員  職・氏名 主任監督員等  職・氏名 

  

評価項目 細別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 

１.施工体制 
Ⅰ.施工体制一般 +2.0 +1.0 0 -5.0 -10.0      

Ⅱ.配置技術者 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10.0      

２.施工状況 

Ⅰ.施工管理 +5.0 +2.5 0 -5.0 -10.0      

Ⅱ.工程管理 +4.0 +2.0 0 -5.0 -10.0 +2.0 +1.0 0 -7.5 -15.0 

Ⅲ.安全対策 +5.0 +2.5 0 -5.0 -10.0 +4.0 +2.0 0 -7.5 -15.0 

 

５.創意工夫 Ⅰ.創意工夫   ※２           

６.社会性等 Ⅰ.地域への貢献等 ※２   

 加減点合計（1+2+3+4+5+6） ±     点              ±  

 評定点（65±加減点合計）※１ ①            点 ②            点 

評定点計 
○部分（臨時）検査があった場合 ：（①点×0.34＋②点×0.26＋③点×0.2＋④点 

○部分（臨時）検査がなかった場合：（①点×0.34＋②点×0.26＋④点×0.4）＝評 

７．法令遵守等 ※３   

８．その他   ※３   

合計評定点 ○評定点計（    点）－法令遵守等、その他（    点）＝      点 

所見   ※４ 
（監督員） （主任監督員等） 

※１ １～３の評定 （６５点±加減点合計）＋４～６の評定 （加点合計）＝評定点 

※２ ４．工事特性、５．創意工夫及び６．社会性等の評定は、工事全般を通して、特に優れた技術等を加点評価する。 

※３ ７．法令遵守等、８．その他の評価は、減点評価のみとする。 

※４ 所見は、特筆すべきことがあった場合に記載するものとする。 

※５ 各考査項目ごとの採点は、工事監督員は様式－２K～２Ｃ（土木用）、様式－３K、様式－４K～４Ｃ（土木用）、検査員は

※６ 工事内容の欄には各部で定める主な工事内容コードを記入する。 

※７ 評定者は、各部の監督体制に応じて評定者を指定することとする。 
  

 

  ＜ 略 ＞ 
 

 

 

 

「瑕疵担保期間」 

→「契約不適合責任期間」 

 

「瑕疵」 

→「契約不適合」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【営繕用】 
様式２            考査項目別運用表（営繕用）          監督員用 
 

考査項目 細別 対象  評価対象項目 
 

  

 

 

 

 

１．施工体制 Ⅱ.配置技術者  □ ①現場代理人として、工事全体の把握ができている。 
 （現場代理人等）  □ ②現場代理人として、監督職員への報告、協議等を書面で行っている。 

   □ ③契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。 

   □ 
④工事請負契約書第 17 条（条件変更等）第 1 項（以下、「契約書第１７条」という。）に基づく

設計図書の照査を行っている。 

   □ ⑤書類及び資料が特記仕様書等の設計図書に基づき過不足無く整理されている。 
  

  ＜ 略 ＞ 
  

  

様式３            考査項目別運用表（営繕用）       主任監督員等用 
  

考査項目 

細別 
評価対象項目 

 
  

 

 

 

５.創意工夫 Ⅳ．施工管理関係 □ 出来形の管理等に関する工夫 

  □  

  □ 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 

 
  

 

 

 

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等 □ ①災害時等に地域への救援活動等に協力した。 

  □ ②周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。 

  □ 
③現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を

図った。 

  □ ④広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。 

  □ ⑤地域の資材を活用した。 

  □ ⑥地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。 

  □ ⑦その他 

   理由： 
  

  ＜ 略 ＞ 
   

  

様式４            考査項目別運用表（営繕用）          検査員用 
  

考査項目 細別 対象  評価対象項目 
 

 

 

 

 

  

２．施工状況 Ⅰ.施工管理  □ ①契約書第 18条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 
   □ ②施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 

   □ ③施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 

   □ ④施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 

   □ ⑤工事記録の整備が、過不足無く作成されていることが確認できる。 
 

 

 

   

 

３．出来形及び Ⅰ.出来形  □ ①承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 

  出来ばえ   □ ②施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 

   
□ ③施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認

できる。 

   □ ④出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。 

   □ ⑤出来形の管理方法が確認できる。 
  

  ＜ 略 ＞ 
   

  

【営繕用】 
様式２            考査項目別運用表（営繕用）          監督員用 
 

考査項目 細別 対象  評価対象項目 
 

  

 

 

 

 

１．施工体制 Ⅱ.配置技術者  □ ①現場代理人として、工事全体の把握ができている。 
 （現場代理人等）  □ ②現場代理人として、監督職員への報告、協議等を書面で行っている。 

   □ ③契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。 

   □ 
④工事請負契約書第 17 条（条件変更等）第 1 項（以下、「契約書第１７条」という。）に基づく

設計図書の照査を行っている。 

   □ ⑤書類及び資料が適切に整理されている。 
  

  ＜ 略 ＞ 
  

  

様式３            考査項目別運用表（営繕用）       主任監督員等用 
  

考査項目 

細別 
評価対象項目 

 
  

 

 

 

５.創意工夫 Ⅳ．施工管理関係 □ 出来形の管理等に関する工夫 

  □ 施工計画書または写真記録等に関する工夫 

  □ 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 

 
  

 

 

 

６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等 □ ①災害時等に地域への救援活動等に協力した。 

  □ ②周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。 

  □ 
③現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を

図った。 

  □ ④広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。 

  □  

  □ ⑤地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。 

  □ ⑥その他 

   理由： 
  

  ＜ 略 ＞ 
   

  

様式４            考査項目別運用表（営繕用）          検査員用 
  

考査項目 細別 対象  評価対象項目 
 

 

 

 

 

  

２．施工状況 Ⅰ.施工管理  □ ①契約書第 18条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 
   □ ②施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 

   □ ③施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 

   □ ④施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 

   □ ⑤工事記録の整備が、適切に行わされていることが確認できる。 
 

 

 

   

 

３．出来形及び Ⅰ.出来形  □ ①承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 

  出来ばえ   □ ②施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 

   
□ ③施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認

できる。 

   □ ④出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。 

   □ ⑤出来形の管理方法が、工夫されていることが確認できる。 
  

  ＜ 略 ＞ 
   

  

 

 

 

 

 

 

「適切に」 

→「過不足無く」 

（土木工事用と整合） 

 

 

 

 

 

「施工計画書または写真

記録等に関する工夫」 

→(廃止) 

（土木工事用と整合） 

 

 

「地域の資材を活用し

た。」を追加 

（土木工事用と整合） 

 

 

 

 

 

 

 

「適切に」 

→「過不足無く」 

（土木工事用と整合） 

 

 

「工夫されていることが」 

→(削除) 

（土木工事用と整合） 

  


